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次期国民健康づくり運動プランのイメージ（告示の見直しの方向性）（案） 

 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的

な方針（平成１５年４月３０日 厚生労働省告示第１９５号） 

 次期国民健康づくり運動プランの骨格案 

  ※盛り込むべき内容、見直しの視点等 

 ○前文 ～ 方針の趣旨・目的 

  ・目指す姿～すべての国民が健やかで心豊かに生活で 

きる活力ある社会 

 

  ・目的～壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸、生活の 

質の向上 

 

  ・趣旨～国民の健康（心身の健康）の増進の総合的な 

推進を図るための基本的な事項を示すもの 

 

 

 

 

 

○前文 ～ 方針の趣旨・目的 

●目指す姿～ 

※近年の社会経済変化や10年後の人口動態 

を見据えどう見直すか 

●目的～ 

※追加するものがあるか 

 

・趣旨～変わらず（健康増進法７条） 

 

※方針の対象期間等を加えてはどうか。 

 ・対象期間～１０年間（H25.4.1～ 

H34.3.31） 

 ・評価～中間評価（５年を目途）と最終 

評価（最終年度）を行い結果反映 

第一 国民の健康の増進の推進の基本的な方向       

 一 一次予防の重視  

    ・従来の疾病対策の中心であった二次予防や三次予 

防にとどまることなく、一次予防に重点を置いた 

対策を推進 

  二  健康増進の支援のための環境整備            

   １ 社会全体による支援 

      ・家庭、地域、職場等を含めた社会全体が、個人 

の取組を支援することが重要 

    ２ 休日及び休暇の活用の促進 

      ・個人の休日等における健康づくり活動の支援や 

健康休暇の普及促進等の環境整備が必要  

  三 目標の設定と評価 

     ・科学的根拠に基づく具体的目標の設定や目標到 

達のための諸活動の成果の適切な評価が必要  

  四 多様な関係者による連携のとれた効果的な健康 

増進の取組の推進  

    １ 多様な経路による情報提供 

      ・国民に対する十分かつ的確な情報提供が重要。 

        このため、多様な経路によりきめ細かな情報提 

供の推進が必要 

    ２ ライフステージや性差等に応じた健康増進の 

取組の推進 

      ・対象者の特性やニーズ等を十分に把握し、ライ 

フステージや性差に応じた健康課題に対して配 

慮しつつ、乳幼児期からの健康増進の取組を効 

果的に推進することが重要 

    ３ 多様な分野における連携 

      ・厚生労働行政分野における健康増進に関する対 

策のみならず、学校保健対策やまちづくり対策 

、障害スポーツ分野における対策等、関係行政 

分野、機関等との十分な連携が必要 

第一 国民の健康の増進の基本的な方向 

※社会づくりを重点化してはどうか 

 

※一次予防に重症化予防を加えてはどうか 

 

【例】 

●一 健康増進のための社会づくり 

●二 生活習慣病の発症及び重症化予防の 

重視 

 

※その他、重視すべき視点があるか。 

 

●三～※目標の設定や評価方法の基本的事 

項のほか、モニタリングシステム 

の強化などに触れてはどうか。 

●四～※ターゲットの明確化（健康課題に 

よるセグメント化など）やターゲ 

ットに応じた取組主体の多様化、 

より効果的な取組の推進などに触 

れてはどうか。 
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      ・国、都道府県、市町村及び特別区、健康増進事 

業実施者、医療機関その他の関係者間の相互の 

連携も必要 

 

 

 

第二 国民の健康の増進の目標に関する事項 

    ・国～健康増進についての全国的な目標を設定し、 

広く周知するとともに、継続的に健康指標の推移 

等の調査・分析を行い、結果情報を還元すること 

で国民の取組を支援 

    ・地方公共団体～全国的な目標を参考に、実情に応 

じ、関係者間で共有されるべき目標を設定 

    ・地域、職場、学校、個人等～これらの目標を参考 

としつつ、地域等の実情に応じて目標を設定し、 

そのための計画を策定することが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二 国民の健康の増進の目標に関する事 

  項 

・国、地方公共団体、地域等の役割などに 

ついては、ほぼ現行を踏襲 

 

※主要な指標を数値目標として盛り込んで 

はどうか～できる限りエビデンスに基づき 

【主要指標の例】 

・健康寿命の延伸 

・壮年期の死亡の減少 

・主観的健康度、幸福度、生きがいの向上 

・健康格差の縮小 

・NCDの予防と生活習慣の改善（糖尿病有 

病率の減少、高血圧・肥満・喫煙等のリ 

スクファクター関連指標など） 

・心・ロコモなどの重点課題 

※指標の記述方法は工夫必要（例えば別表 

に記載）、第一の三の項目と整理も必要 

第三 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画 

の策定に関する基本的な事項 

  一 健康増進計画の目標設定 

  二 計画策定に当たって留意すべき事項 

第三 都道府県健康増進計画及び市町村健 

康増進計画の策定に関する基本的な事 

項 

【必要に応じ見直し？】 

第四 国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する 

調査及び研究に関する基本的な事項 

  一 健康増進に関する施策を実施する際の調査の活 

用  

  二 健康の増進に関する研究の推進 

第四 国民健康・栄養調査その他の健康の 

増進に関する調査及び研究に関する基 

本的な事項 

【必要に応じ見直し？】 

 

第五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に 

関する基本的な事項   

 

第五 健康増進事業実施者間における連携 

及び協力に関する基本的な事項   

【必要に応じ見直し？～新たな連携 

方策等】 

第六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保 

持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及 

に関する事項 

  一 基本的考え方 

  二 健康増進普及月間 

第六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、 

歯の健康の保持その他の生活習慣に関 

する正しい知識の普及に関する事項 

※戦略的・効果的な知識等の普及の在り方 

について検討の上、言及してはどうか。 

第七 その他国民の健康の増進に関する重要事項 

  一 国民の健康増進の推進体制整備 

  二 民間事業者等との連携 

  三 健康増進を担う人材 

第七 その他国民の健康の増進に関する重 

要事項 

    【必要に応じ見直し？】 

 

 ※現行の告示の柱立て（第一から第七まで）は、健康増進法第７条第２項各号に掲げる「基本方針 

に定める事項」に基づくもの。→基本的に見直しは不要か。 


